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【手続補正書】
【提出日】平成24年12月10日(2012.12.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれが８０～９０重量％のα－ヒドロキシポリエステル－ｃｏ－ポリエーテルと治
療薬とを含む、複数のナノ粒子を含む生体適合性ナノ粒子組成物であって、
　α－ヒドロキシポリエステル－ｃｏ－ポリエーテルは、数平均分子量１５～２０ｋＤａ
を有するポリ乳酸及び数平均分子量２～１０ｋＤａを有するポリエチレングリコーを含み
、
　前記組成物を患者に投与すると、少なくとも１２時間、治療薬の高血漿中濃度を提供し
、患者に投与した場合の分布容積が、５×血漿容積以下である生体適合性ナノ粒子組成物
。
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【請求項２】
　前記治療薬の高血漿中濃度を少なくとも２４時間提供する請求項１に記載の生体適合性
ナノ粒子組成物。
【請求項３】
　前記ナノ粒子がそれぞれ、ターゲティング部位に結合する生体適合性ポリマーをさらに
含む請求項１又は２に記載の生体適合性ナノ粒子組成物。
【請求項４】
　前記ターゲティング部位が、タンパク質、ペプチド、抗体、抗体断片、サッカリド、炭
水化物、小分子、グリカン、サイトカイン、ケモカイン、ヌクレオチド、レクチン、脂質
、受容体、ステロイド、神経伝達物質、細胞表面マーカー、癌抗原又は糖タンパク質抗原
からなる群から選択される請求項３に記載の生体適合性ナノ粒子組成物。
【請求項５】
　前記ターゲティング部位が、前立腺特異的膜抗原（ＰＭＳＡ）に結合する請求項４に記
載の生体適合性ナノ粒子組成物。
【請求項６】
　前記生体適合性ポリマーがＰＬＡ－ＰＥＧである請求項３から５のいずれか一項に記載
の生体適合性ナノ粒子。
【請求項７】
　前記ターゲティング部位に結合する前記生体適合性ポリマーが、ＰＬＡ－ＰＥＧ－（（
Ｓ，Ｓ－２－｛３－［１－カルボキシ－５－アミノ－ペンチル］－ウレイド｝－ペンタン
二酸である請求項３から６のいずれか一項に記載の生体適合性ナノ粒子。
【請求項８】
　前記長時間循環性ナノ粒子が、前記ターゲティング部位に結合する前記生体適合性ポリ
マーを１～４重量％含む請求項３から７のいずれか一項に記載の生体適合性ナノ粒子組成
物。
【請求項９】
　前記α－ヒドロキシポリエステル－ｃｏ－ポリエーテルが、ポリ乳酸－ｃｏ－ポリエチ
レングリコールである請求項１から８のいずれか一項に記載の生体適合性ナノ粒子組成物
。
【請求項１０】
　前記α－ヒドロキシポリエステル－ｃｏ－ポリエーテルが、ポリ乳酸約１６ｋＤａ及び
ポリエチレングリコール約５ｋＤａを含む請求項１から９のいずれか一項に記載の生体適
合性ナノ粒子組成物。
【請求項１１】
　前記長時間循環性ナノ粒子がさらに、生分解性ポリマーを含む請求項１から１０に記載
の生体適合性ナノ粒子組成物。
【請求項１２】
　前記生分解性ポリマーがポリ乳酸である請求項１１に記載の生体適合性ナノ粒子組成物
。
【請求項１３】
　前記治療薬が、化学療法薬、診断剤、予防薬、栄養補助剤、核酸、タンパク質、ペプチ
ド、脂質、炭水化物、ホルモン、小分子、金属、セラミック、薬物、ワクチン、免疫剤及
びその組み合わせからなる群から選択される請求項１から１２のいずれか一項に記載の生
体適合性ナノ粒子組成物。
【請求項１４】
　前記治療薬が抗腫瘍薬である請求項１から１３のいずれか一項に記載の生体適合性ナノ
粒子組成物。
【請求項１５】
　前記治療薬が、ドセタキセル、ビンクリスチン、メトトレキセート、パクリタキセル又
はシロリムスから選択される請求項１から１４のいずれか一項に記載の生体適合性ナノ粒
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子組成物。
【請求項１６】
　サッカリドの水溶液をさらに含む請求項１から１５のいずれか一項に記載の生体適合性
ナノ粒子組成物。
【請求項１７】
　それぞれが生体適合性ポリマーと治療薬とを含む、複数のナノ粒子を含む生体適合性ナ
ノ粒子組成物であって、
　前記組成物を患者に投与すると、少なくとも１２時間、治療薬の高血漿中濃度を提供し
、患者に投与した場合の分布容積が、５×血漿容積以下である生体適合性ナノ粒子組成物
。
【請求項１８】
　前記患者が哺乳動物である請求項１から１７のいずれか一項に記載の生体適合性ナノ粒
子組成物。
【請求項１９】
　前記患者が霊長類である請求項１から１７のいずれか一項に記載の生体適合性ナノ粒子
組成物。
【請求項２０】
　請求項１から１９のいずれか一項に記載のナノ粒子組成物を含有する固形腫瘍癌治療剤
。
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